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家庭ごみ等の有料化の実施状況について 

 

 

１．収集量の推移について 

(単位：ｔ)

10月 11月 12月 1月

20年度 19年度 比較 (%) 20年度 19年度 比較 (%) 20年度 19年度 比較 (%) 20年度 19年度 比較 (%) 20年度 19年度 比較 (%)

家庭ごみ 14,330 19,457 △ 5,127 △ 26.3 13,602 17,477 △ 3,875 △ 22.2 15,623 18,059 △ 2,436 △ 13.5 14,433 17,213 △ 2,780 △ 16.2 57,989 72,206 △ 14,217 △ 19.7

紙類定期回収の紙類 561 0 561 皆増 718 0 718 皆増 905 0 905 皆増 749 0 749 皆増 2,932 0 2,932 皆増

プラスチック製容器包装 1,214 1,167 47 4.0 1,049 1,140 △ 92 △ 8.0 1,229 1,100 129 11.7 1,275 1,246 29 2.3 4,767 4,654 114 2.4

缶・びん・ペットボトル 1,624 1,652 △ 28 △ 1.7 1,374 1,540 △ 165 △ 10.7 1,641 1,584 57 3.6 1,766 1,794 △ 28 △ 1.6 6,405 6,569 △ 164 △ 2.5

計 17,730 22,276 △ 4,547 △ 20.4 16,743 20,157 △ 3,414 △ 16.9 19,397 20,743 △ 1,345 △ 6.5 18,223 20,253 △ 2,030 △ 10.0 72,093 83,428 △ 11,336 △ 13.6

※　端数処理の関係で合計が合わない場合あり。

合計

 

 

家庭ごみ排出量の推移

4,412 4,353
4,172 4,113 4,162 4,198

3,975
3,747

4,309
3,959 3,955 4,040

8,114

5,021

2,847
3,229

3,433 3,324 3,263 3,345 3,269 3,213
3,438 3,333 3,302 3,354

7,313

3,329 3,175 3,050

3,633 3,448

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

1週目
10/1～7

2週目
10/8～14

3週目
10/15～21

4週目
10/22～28

5週目
10/29～11/4

6週目
11/5～11

7週目
11/12～18

8週目
11/19～25

9週目
11/26～12/2

10週目
12/3～9

11週目
12/10～16

12週目
12/17～23

13，14週目
12/24～1/6

15週目
1/7～13

16週目
1/14～20

17週目
1/21～27

排出量(ｔ)

平成19年度 平成20年度

 

 

 

 ⑴ 家庭ごみの排出量は，4 ヶ月間で前年度比 19.7％，14,217 トンの大幅な減少となった。 

   駆け込み排出の影響が大きかった 1 週目と，大掃除等による影響の大きかった年末年始を除き

週あたり概ね 3,000 トン台前半の水準であり，一定の減量を維持している。 

 

 ⑵ 紙類定期回収は，概ね増加傾向にあり，徐々に定着が図られてきたものと考えられる。 

 

 ⑶ プラスチック製容器包装と缶・びん・ペットボトルの排出量は，前年度比でそれぞれ 2.4％増，

2.5％減となった。 

(※) 

※ 13，14週目については，年末年始の収集休止期間を含むため，2週分の収集量を合計している。 



 

 

２．不法投棄・不適正排出の防止に向けた対応について 

不法投棄・不適正排出の増大の懸念を払拭し，清潔で快適な環境を確保するため，「杜の都クリ

ーンアップ大作戦」を，市民・事業者との連携・協力により展開した。 

⑴ 地域環境クリーンアップ －集積所適正排出の徹底－ 

① 有料化導入前の対策 

   ⅰ）立会排出指導  ２２３町内会 １，２６２集積所 

   ⅱ）ごみ分別講習会  ２２３回 ８，６９３人参加 

② 導入当初の対策 

ⅰ）早朝排出指導 

町内会協力員 １，０４０団体 ９，４５８人参加 

市職員（巡回排出指導）  延べ５，１６２人参加 

   ⅱ）夜間パトロール  市内全域で実施 

  ③ 導入後の改善状況について 

ⅰ）集積所における取り残し状況 

有料化初日から大多数の集積所では概ね良好な排出状況であったが，巡回指導を始めとす

る適正排出の呼びかけにより更に改善し，不適正排出は当初に比べ大幅に減少している。 

※ １集積所あたりの取り残し個数は，10 月１日 1.2 個，14 日 0.4 個，1 月末 0.2 個と減少。 

   ⅱ）適正排出指導の状況 

一部の集合住宅などが使用する集積所では，不適正排出が多く見受けられたが，適正排出

を促すチラシの配布など個別的な排出指導を行った結果，改善した。排出状況の改善が必要

な集積所については，今後とも個別的な排出指導を継続して実施していく。 

     ※ 有料化導入当初，排出状況の悪い集積所が約 400 箇所（全集積所の約２％）あったが，

その全てについて個別的な排出指導を行い改善。 

 

⑵ 自然環境クリーンアップ －不法投棄の一掃－ 

関係機関，周辺町内会等と連携し，クリーンアップ清掃を展開するとともに，土地所有者・管理者

が定期巡視・看板設置等を行うことを条件に，市が不法投棄物の撤去を行う等の支援策を推進した。 

  ① 地域ぐるみクリーンアップ清掃    １５ヶ所  延べ２，９０３人 

   ※ 10月以降の不法投棄の苦情件数は，平成 19 年度 10月～1月の合計 65件に対し，平成 20

年度 10月～1月が 54件と減少。 

 

⑶ 都市環境クリーンアップ －街中の環境美化－ 

 ① まち美化サポーターによる取組み ４０団体 延べ７７６人参加（延べ６８回） 

 ② 仙台中央地区「たばこのポイ捨て」防止キャンペーン １４５人参加  

 

 


